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１ 業務概要 

（１）目的 

本業務は、あきる野市（以下「市」という。）職員の業務効率化を図るために、無

線 LAN アクセスポイントを庁舎内執務室及び会議室に設置し、安定性及び安全性を確

保した無線 LAN 環境を構築することを目的とする。 

（２）件名 

無線 LAN 機器調達及び環境構築業務委託 

（３）業務内容 

「無線 LAN 機器調達及び環境構築業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）

による。 

（４）履行期間 

ア 調達・構築期間 

契約締結の翌日から令和 8 年 12 月 31 日まで 

    イ 運用保守期間 

      令和 9 年 1 月 1 日から令和 13 年 12 月 31 日まで 

 

２ 提案限度額 

提案限度額は、次のとおりとし、後述する見積書の金額が本限度額を超過した場合は、

失格とする。なお、本限度額は、本業務の契約時における予定価格を示すものではなく、

企画提案の規模を示すものである。 

 （１）調達・構築費用 

27,339 千円 

※機器費用、5 年間のライセンス費用、設置・設定作業費用等の調達・構築に係る

全ての費用を含む。消費税等は含まない。 

（２）運用保守費用 

5 年総額 ：6,366 千円 

令和 8 年度 ： 319 千円 

    ※消費税等は含まない。 

 

３ 契約・支払い方法等 

  契約については、別途協議により決定し、契約規定に基づき支払いを開始する。 

調達・構築費用は、業務完了後一括払い（ただし、仕様書に定める条件を満たした場合

は、調達に係る部分払いを可能とする。）を想定しており、運用保守費用は、年度ごとの

契約及び支払いを想定している。 

 

４ プロポーザルの目的 

本プロポーザルは、受託候補者を特定するに当たり、価格のみの競争ではなく、事業者

の実績、経験、技術力、企画力等が受託候補者としての適格性を有しているか否かを確認

するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者が提出する提案書等の内容及びヒ
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アリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けた事業者を受託候補者として特定する。

ただし、参加がない場合又は参加事業者の中に適格者がいない場合は、受託候補者を特定

しないことがある。 

 

５ 実施形式（プロポーザルの方法） 

  公募型プロポーザル 

 

６ 参加資格 

参加資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。ただし、次のいずれ

かに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消すものとする。 

（１） 東京電子自治体共同運営電子調達サービスを利用して入札参加資格審査申請を行

い、市における入札参加資格の登録がされていること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当

する者でないこと。 

（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始申立てが

なされている者でないこと。 

（４） 令和 8 年 5 月 19 日（火）から受託候補者特定の日までの間において、あきる野

市競争入札参加有資格者指名停止基準による指名停止措置又はあきる野市契約にお

ける暴力団等排除措置要綱（平成 22 年あきる野市通達第 37 号）による入札参加資

格停止措置を受けていないこと。 

（５） 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の基準を満たす認証（JIS Q 

27001（ISO/IEC27001）を取得していること。 

（６） 過去 5 年以内（令和 3 年 5 月 1 日から令和 8 年 4 月 30 日までの間）に、元請と

して本業務と同種業務又は類似業務の受託実績を有すること。 

 

７ 日程 

本プロポーザルは、次の日程で行うものとする。 

項 目 日 程 

公示（案件公表） 令和８年５月１９日（火） 

参加申込書の提出期限 令和８年６月 １日（月）午後５時 

参加資格審査結果の通知（発送） 令和８年６月 ３日（水） 

質問の受付期限 令和８年６月１５日（月）午後５時 

質問に対する回答 令和８年６月１８日（木） 

企画提案書等の提出期限 令和８年６月２９日（月）午後５時 

一次審査結果の通知（発送） 

※提案者が６者以上の場合 
令和８年７月 ２日（木）（予定） 
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審査（プレゼンテーション・ヒア

リング）の実施 
令和８年７月９日（木）（予定） 

審査結果の通知（発送） 令和８年７月１３日（月）（予定） 

契約 令和８年７月下旬（予定） 

 

８ 申込み方法等 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申込書（様式第 1 号）等の書類を次のと

おり提出すること。 

（１） 提出期限 令和 8 年 6 月 1 日（月）午後 5 時 

（２） 提 出 先 企画政策部情報政策課情報政策係（あきる野市役所 4 階北側） 

（３） 提出方法 持参又は送付（送付の場合は、必着） 

 （４） 提出部数 1 部 

 （５） 提出書類 

ア 参加申込書（様式第 1 号） 

イ 法人登記簿謄本（写し）又は法人登記事項証明書（写し） 

ウ 会社概要 

エ JIS Q 27001（ISO/IEC27001）認証が確認できる書類（写し） 

オ 同種業務又は類似業務の受託実績を示す書類（契約書の写し等） 

 

９ 参加資格審査 

  参加希望者が資格要件を満たしているか否かを審査し、参加資格審査の結果について、

令和 8 年 6 月 3 日（水）に参加資格審査結果通知書（様式第 2 号）により、参加希望者に

通知する。 

 

10 質問票の提出及び回答予定日 

本プロポーザルに関する質問は、質問票（様式第 3 号）に記載し、次のとおり提出する

こと。質問に対する回答は、令和 8 年 6 月 18 日（木）までに参加者全員に対して、電子

メール又は FAX により行うこととし、個別の回答は行わないものとする。なお、回答は、

実施要領、仕様書等を補足する効力を有するものとする。 

（１） 受付期限 令和 8 年 6 月 15 日（月）午後 5 時 

（２） 提出先 企画政策部情報政策課情報政策係 

（３） 提出方法 電子メール又は FAX 

 

11 提出書類の作成及び提出 

（１） 企画提案書等の作成及び提出 

企画提案書等は仕様書の内容を踏まえ、別添「無線 LAN 機器調達及び環境構築業

務企画提案書作成要領」に従って作成し、提出すること。 

（２） 見積書等の作成及び提出 

見積書等は、次の条件を遵守の上、作成し、提出すること。 
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ア 見積金額は、税抜き価格で記載すること。 

イ 調達・構築に係る「調達・構築費用」と運用保守に係る「運用保守費用」を分

けて記載すること。 

ウ 「調達・構築費用」については、機器費用、5 年間のライセンス費用、設置・

設定作業費用等の調達・構築に係る全ての費用を含んだ金額を記載すること。 

エ 「運用保守費用」については、本事業による無線 LAN 機器の調達及び環境構築

後、5 年間実施する運用保守業務に係る金額を記載すること。 

オ 見積書は、任意の様式で提出すること。ただし、見積内訳書（様式第 4 号）を

添付すること。 

カ 仕様書及び企画提案書の内容に基づき、全ての経費を見積もること。 

キ 通貨単位は、「円」とすること。 

（３） 機能・非機能要件表の作成及び提出 

機能・非機能要件表（別紙 1）は、次の条件を遵守の上、作成し、提出すること。 

ア 機能・非機能要件表に記載している指示事項に従って作成すること。 

イ 代替案を提案する場合は、必要となる費用を見積書及び見積内訳書に含めるこ

と。また、備考欄に概要を記載の上、必要に応じて任意様式の資料を項目との対

応が分かるように添付し、プレゼンテーション時に説明すること。 

（４） 提出書類作成に当たっての注意事項 

ア 提案は、1 事業者につき 1 つとし、複数の提案をした場合は、失格とする。 

イ 提出期限以降の差し替え、追加、変更、削除等は認めない。 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合又は不正行為があった場合は、失格とする。 

（５） 提出期限等 

ア 提出期限 令和 8 年 6 月 29 日（月）午後 5 時 

イ 提出先 企画政策部情報政策課情報政策係（あきる野市役所 4 階北側） 

ウ 提出方法 持参又は送付（送付の場合は、必着） 

エ 提出部数 8 部（正本 1 部・副本 7 部） 

 

12 審査方法 

本プロポーザルのために組織された審査委員会において、プロポーザル参加者の提出書

類等を評価・採点し、最高得点を得た事業者を受託候補者として特定する。 

審査は、次の審査基準（評価項目及び得点配分）に基づき実施する（詳細は、別添「無

線 LAN 機器調達及び環境構築業務審査要領」のとおり）。 

（１） 評価項目及び得点配分 

項目 評価項目 得点配分 

技術点 
機能・非機能要件評価 ３００点 

プレゼンテーション評価 ５００点 

価格点 価格評価 ２００点 
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合計 １，０００点 

     ※価格点については、「調達・構築費用」と 5 年間の「運用保守費用」の総額で

評価する。 

（２） その他 

ア 提案者が 6 者以上の場合には、見積書及び機能・非機能要件表による一次審査

を実施し、一次審査を通過した 5 者がプレゼンテーションを実施する。 

イ 最高得点を取得した者が 2 者以上ある場合は、価格点が高い者を受託候補者と

して特定する。なお、価格点が同じ場合は、くじ引きとする。 

ウ 出席した審査委員の評価点を合計した点数を、出席した審査委員の数で割った

点数が満点の 5 分の 3 に満たない参加者は、受託候補者として特定しない。 

エ 提出書類が所定の形式に適合していない場合、期限までに提出されなかった場

合又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。 

    オ 審査委員会における審査の内容は公表せず、異議申立ては受け付けない。 

 

13 審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施 

次のとおり、プレゼンテーション・ヒアリングを実施する。 

（１） 開催日 令和 8 年 7 月 9 日（木）（予定） 

（２） 場所 あきる野市役所 5 階南側 庁議室 

（３） 所要時間 1 事業者につき 60 分程度（審査前後の準備作業を含む。） 

（４） 資料等 

ア 企画提案書の内容を要約したプレゼンテーション資料を用意すること。 

イ プレゼンテーション資料については、企画提案書における評価項目全てを記載

すること。なお、企画提案書の記載内容以外の新たな提案は認めない。 

（５） 内容 

ア プレゼンテーション・ヒアリング（35 分以内）及び質疑応答（15 分程度） 

イ 提案者は、企画提案書の内容についてプレゼンテーションを実施すること。 

ウ プロジェクター1 台及びスクリーン 1 枚は市で用意するが、パソコン等の機器

は持参すること。 

（６） 説明者 

企画提案書の説明及び質疑応答は、本事業の担当を予定する営業責任者・担当者、

技術責任者・担当者のいずれか 1 人以上とし、本事業の目的及び技術的特徴を網羅

的に理解しているものが実施すること。なお、会場への入室は、3 人以内とする。 

（７） 集合時間等 

集合時間等は、別途通知する。 

 

14 審査結果の通知及び公表 

プロポーザルに参加した事業者全てに対し、審査委員会における審査結果をプロポーザ

ル審査結果通知書（様式第 5 号）により通知する。 
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審査結果については、受託候補者として特定した者の名称及び点数並びに参加した事業

者の点数（事業者名は非公開）を市ホームページで公表する。なお、審査委員会における

審議の内容は、非公表とする。 

 

15 その他留意事項 

（１） 本プロポーザルの参加に係る全ての費用は、事業者の負担とする。 

（２） 提出期限以降における提出書類（企画提案書等）の修正及び変更は、認めないも

のとする。ただし、やむを得ない理由により、修正又は変更が生じた場合で、市が

承諾したときは、この限りでない。 

（３） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、あきる野

市競争入札参加有資格者指名停止基準に基づき、指名停止措置を行うことがある。 

（４） 提出書類の返却は、行わないものとする。 

（５） 提出書類は、あきる野市情報公開条例（平成 9 年あきる野市条例第 17 号）に基

づき、情報公開請求の対象となる。ただし、受託候補者の特定に影響が出るおそれ

のある情報については、受託候補者として特定した者との契約締結完了後の公開と

する。 

 

16 本プロポーザルに係る問合せ先 

あきる野市企画政策部情報政策課情報政策係 

所在地:〒197-0814 あきる野市二宮 350 番地 

電話番号:042-558-1142（直通） 

FAX 番号:042-558-1115 

E-mail:020301@akiruno-info.tokyo.jp 


